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 新宿区では、「新宿区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、

毎年、区の人事行政の運営状況などを区民の皆様に公表し、公平性・透明性の

確保に努めています。  

 本冊子では、区の職員数や給与の状況、勤務時間等の状況のほか、23区が共

同で設置している特別区人事委員会の業務状況についてお知らせします。  

 なお、新宿区では、別に国等の調査において職員数等を公表しており、これ

にあわせて本冊子内において一部、下記調査での公表数値を掲載しています。  

・地方公共団体定員管理調査  

・地方財政状況調査  

・地方公務員給与実態調査  
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I 任免及び職員数に関する状況  

 

１  採用選考の状況  

ここに掲載している採用選考は、任命権者が、特別区人事委員会から委任されて実施し

たものです。特別区人事委員会が実施した競争試験及び採用選考の実施状況は、「ⅩⅡ 特別

区人事委員会の業務状況」に掲載しています。  

 

（１）受験資格・日程  

令和６年度  

職種  

採

用  

区

分  

国籍  

要件  
年齢  資格  

採用  

時期  
告示  

第 1 次  

選考  

（筆記） 

第 2次  

選考  

（面接） 

合格  

発表  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者、又は幼稚

園教諭普通免許

状を有し、かつ、

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者（令和 7年 3

月 31日までに資格

取得・登録見込の

者も含む）  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

7月 5日  

令和 6年  

8月 25日  

令和 6年

10月 16日  

令和 6年

10月 25日  

学芸研究  
Ⅰ

類  
無  40歳未満  

大学を卒業し、

学芸員の資格を

有する者 （令和 7

年 3月 31日までに

卒業、資格取得

見込の者も含む）  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

9月 25日  

令和 6年  

11月 10日  

令和 6年

12月 12日  

令和 6年

12月 25日  

栄養士  
Ⅰ

類  
無  30歳未満  

管理栄養士の免

許を現に有する

者（国家試験に

合格し免許の交

付を申請中の者

も含む）  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

9月 25日  

令和 6年  

11月 10日  

令和 6年

12月 13日  

令和 6年

12月 25日  

技能Ⅱ  

（警備）  
－  無  

18歳以上  

35歳未満  
－  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

9月 25日  

令和 6年  

11月 10日  

令和 6年

12月 16日  

令和 6年

12月 23日  
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職種  

採

用  

区

分  

国籍  

要件  
年齢  資格  

採用  

時期  
告示  

第 1 次  

選考  

（筆記） 

第 2次  

選考  

（面接） 

合格  

発表  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者、又は幼稚

園教諭普通免許

状を有し、かつ、

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者（令和 7年 3

月 31日までに資格

取得・登録見込の

者も含む）  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

10月 1日  

令和 6年  

11月 24日  

令和 6年  

12月 12日  

12月 16日  

12月 19日  

 

令和 7年  

1月 8日  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者、又は幼稚

園教諭普通免許

状を有し、かつ、

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者（令和 7年 3

月 31日までに資格

取得・登録見込の

者も含む）  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

12月 27日  

令和 7年  

2月 1日  

令和 7年  

2月 19日  

令和 7年  

2月 21日  

技能Ⅱ  

（警備）  
－  無  

18歳以上  

35歳未満  
－  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

12月 27日  

令和 7年  

2月 1日  

令和 7年  

2月 20日  

令和 7年  

2月 27日  

事務  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅲ

類  
有  18歳以上  －  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

12月 2日  

令和 7年  

1月 19日  

令和 7年  

2月 5,6日  

令和 7年  

2月 14日  

保健師  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅰ

類  
無  22歳以上  

保健師の免許を有

する者  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

12月 2日  

令和 7年  

1月 19日  

令和 7年  

2月 14日  

令和 7年  

2月 17日  

歯科衛生  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅲ

類  
有  - 

歯科衛生士の免

許を有する者  

令和 7年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

12月 2日  

令和 7年  

1月 19日  

令和 7年  

2月 14日  

令和 7年  

2月 17日  

 

 

 

 

 



 

 - 3 - 

参考  令和５年度  

職種  

採

用  

区

分  

国籍  

要件  
年齢  資格  

採用  

時期  
告示  

第 1 次  

選考  

（筆記） 

第 2次  

選考  

（面接） 

合格  

発表  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県知

事の登録を受けて

いる者（令和 6年 3

月 31日までに資格

取得・登録見込の

者も含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

7月 5日  

令和 5年  

8月 27日  

令和 5年

10月 18日  

令和 5年

10月 25日  

看護師  
Ⅱ

類  
無  45歳未満  

看護師の免許を

有する者（国家

試験に合格し免

許の交付を申請

中の者及び令和

5年度に行われ

る国家試験によ

り免許取得見込

みの者も含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

10月 5日  

令和 5年  

11月 19日  

令和 5年

12月 15日  

令和 5年

12月 27日  

栄養士  
Ⅰ

類  
無  30歳未満  

管理栄養士の免

許を現に有する

者（国家試験に

合格し免許の交

付を申請中の者

も含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

10月 5日  

令和 5年  

11月 19日  

令和 5年

12月 18日  

令和 5年

12月 27日  

技能Ⅱ  

（作業Ⅰ） 
－  無  

18歳以上  

35歳未満  
－  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

10月 5日  

令和 5年  

11月 19日  

令和 5年

12月 18日  

令和 5年

12月 27日  

技能Ⅵ  

（作業Ⅲ） 
－  無  

18歳以上  

35歳未満  
－  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

10月 5日  

令和 5年  

11月 19日  

令和 5年

12月 16日  

令和 5年

12月 27日  

技能Ⅰ  

（自動車

運転）     

－  無  35歳未満  

自動車運転の

免許（AT限定を

除く）を有する者

（令和 6年 3月 31

日までに免許取

得見込みの者を

含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

10月 25日  

令和 5年  

12月 17日  

令和 6年  

1月 13日  

令和 6年  

1月 22日  
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職種  

採

用  

区

分  

国籍  

要件  
年齢  資格  

採用  

時期  
告示  

第 1 次  

選考  

（筆記） 

第 2次  

選考  

（面接） 

合格  

発表  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県

知事の登録を受

けている者（令

和 6年 3月 31日

までに資格取

得・登録見込の

者も含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 5年  

11月 5日  

令和 5年  

12月 17日  

令和 6年  

1月 16日  

1月 18日  

令和 6年  

1月 22日  

福祉     
Ⅱ

類  
無  

20歳以上

38歳未満  

保育士の資格を

有し、都道府県

知事の登録を受

けている者（令

和 6年 3月 31日

までに資格取

得・登録見込の

者も含む）  

令和 6年  

4月 1日付  

採用  

令和 6年  

1月 24日  

令和 6年  

2月 23日  

令和 6年  

2月 24日  

令和 6年  

2月 29日  

栄養士  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅱ

類  
無  - 

栄養士の免許を

有する者  

令和 5年  

10月 1日  

以降採用  

令和 5年  

7月 12日  
- - - 

歯科衛生  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅲ

類  
有  - 

歯科衛生士の

免許を有する者  

令和 5年  

10月 1日  

以降採用  

令和 5年  

7月 12日  

令和 5年  

8月 20日  

令和 5年  

8月 30日  

令和 5年  

9月 1日  

栄養士  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅱ

類  
無  - 

栄養士の免許を

有する者  

令和 5年  

12月 1日  

以降採用  

令和 5年  

9月 7日  

令和 5年  

10月 22日  

令和 5年  

11月 6日  

令和 5年  

11月 8日  

事務  

（育児休

業代替任

期付）  

Ⅲ

類  
有  18歳以上  －  

令和 6年  

4月 1日  

以降採用  

令和 5年

12月 1日  

令和 6年  

1月 14日  

令和 6年  

1月 30日  

1月 31日  

令和 6年  

2月 5日  
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（２）実施状況  

 令和６年度  

職種  採用時期  
採用  

予定者数  
申込者数  受験者数  受験率  

合格者数 
（採用者数） 

合格 

倍率 

福祉  
令和 7年  

4月 1日付採用  
35名  35人  24人  68.6％  

18人  

（ 14人）  
1.3倍  

学芸研究  
令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  25人  18人  72.0％  

1人  

（ 1人）  
18倍  

栄養士  
令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  76人  53人  69.7％  

1人  

（ 1人）  
53倍  

技能Ⅱ  

（警備）  

令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  16人  3人  18.8％  0人  ―  

福祉  
令和 7年  

4月 1日付採用  
25名  74人  41人  55.4％  

15人  

（ 9人）  
2.7倍  

福祉  
令和 7年  

4月 1日付採用  
10名  13人  8人  61.5％  0人  ―  

技能Ⅱ  

（警備）  

令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  18人  12人  66.7％  

1人  

（ 0人）  
12倍  

事務  

（育児休業代替

任期付）  

令和 7年  

4月 1日付採用  
40名  131人  112人  85.5％  

44人  

（ 41人）  
2.5倍  

保健師  

（育児休業代替

任期付）  

令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  3人  2人  66.7％  

1人  

（ 1人）  
2.0倍  

歯科衛生  

（育児休業代替

任期付）  

令和 7年  

4月 1日付採用  
若干名  2人  2人  100.0％  

1人  

（ 1人）  
2.0倍  
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参考  令和５年度  

職種  採用時期  
採用  

予定者数  
申込者数  受験者数  受験率  

合格者数 
（採用者数） 

合格 

倍率 

福祉  
令和 6年  

4月 1日付採用  
30名  23人  17人  73.9％  

10人  

（ 7人）  
1.7倍  

看護師  
令和 6年  

4月 1日付採用  
若干名  18人  14人  77.8% 

4人  

（ 4人）  
3.5倍  

栄養士  
令和 6年  

4月 1日付採用  
若干名  54人  47人  87% 

1人  

（ 1人）  
47倍  

技能Ⅱ  

（作業Ⅰ）  

令和 6年  

4月 1日付採用  
若干名  20人  13人  65% 

2人  

（ 2人）  
6.5倍  

技能Ⅵ  

（作業Ⅲ）  

令和 6年  

4月 1日付採用  
5名  66人  40人  60.6％  

10人  

（ 8人）  
4倍  

技能Ⅰ  

（自動車運転） 

令和 6年  

4月 1日付採用  
若干名  13人  10人  76.9％  

2人  

（ 2人）  
5倍  

福祉  
令和 6年  

4月 1日付採用  
20名  41人  37人  90.2％  

13人  

（ 9人）  
2.8倍  

福祉  
令和 6年  

4月 1日付採用  
10名  11人  6人  54.5％  

1人  

（ 1人）  
6倍  

栄養士  

（育児休業代替

任期付）  

令和 5年  

10月 1日付採用  
若干名  0人  - - - - 

歯科衛生  

（育児休業代替

任期付）  

令和 5年  

10月 1日付採用  
若干名  1人  1人  100％  0人  - 

栄養士  

（育児休業代替

任期付）  

令和 5年  

12月 1日付採用  
若干名  5人  3人  60％  

1人  

（ 1人）  
3倍  

事務  

（育児休業代替

任期付）  

令和 6年  

4月 1日付採用  
30人  125人  104人  83.2% 

47名  

（ 44人）  
2.2倍  
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２  昇任選考の状況  

ここに掲載している昇任選考は、任命権者が、特別区人事委員会から委任されて実施し

たものです。特別区人事委員会が実施した昇任選考の実施状況は、「ⅩⅡ 特別区人事委員会

の業務状況」に掲載しています。  

また、主任職昇任選考及び係長職昇任能力実証では、採用区分により資格要件が異なり

ます。  

（１）  主任職昇任選考  

 令和６年度実施状況  

区分  主な受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

種別 A 

別 表 ① の 職 種 の 職

務 に 従 事 す る 者 の

うち、令和 7年 3月末

日現在、1級職に 5年

以上在職し、年齢 41

歳未満のもの  

人事評価  

勤務評定  

筆記  

366人  249人  68.0％  63人  17.2％  

参考  令和５年度実施状況  359人  243人  67.7％  60人  16.7％  

種別 B 

別 表 ① の 職 種 の 職

務 に 従 事 す る 者 の

うち、令和 7年 3月末

日現在、 1級職に 10

年 以 上 20 年 未 満 在

職し、年齢 50歳未満

のもの  

人事評価  

勤務評定  

筆記  

研修  

143人  63人  44.1％  7人  4.9％  

参考  令和５年度実施状況  129人  56人  43.4％  4人  3.1％  

種別 C 

別 表 ① の 職 種 の 職

務 に 従 事 す る 者 の

うち、令和 7年 3月末

日現在、 1級職に 20

年以上在職し、年齢

59歳未満のもの  

人事評価  

勤務評定  

筆記  

研修  

26人  16人  61.5％  1人  3.8％  

参考  令和５年度実施状況  24人  13人  54.2％  1人  4.2％  
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（２）  係長職昇任能力実証  

令和６年度実施状況  

区分  主な受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

種別 A 

別 表 ①の 職 種 の 職 務に

従事する者のうち、令和

7年 3月末日現在、主任の

職に在職する期間が 5年

以上で、年齢 59歳未満の

もの  

人事評価  

勤務評定  

筆記  

面接  

569人  63人  11.1％  41人  7.2％  

参考  令和５年度実施状況  586人  59人  10.1％  31人  5.3％  

種別 B 

別 表 ①の 職 種 の 職 務に

従事する者のうち、令和

7年 3月末日現在、主任の

職に在職する期間が 7年

以上で、年齢 50歳以上 59

歳未満のもの  

人事評価  

勤務評定  
211人  31人  14.7％  13人  6.2％  

参考  令和５年度実施状況  237人  38人  16.0％  17人  7.2％  

（３）  課長補佐職昇任能力実証  

令和６年度実施状況  

受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

別表①の職種の職務に従事する

者のうち、令和 7年 3月末日現在、

係長、主査又はこれに相当する

職に在職する期間が 7年以上で、

年齢 59歳未満のもの  

自己申告  

人事評価  

勤務評定  

97人  47人  48.5％  13人  13.4％  

参考  令和５年度実施状況  98人  42人  42.9％  14人  14.3％  

別表①  

事務系：事務、社会教育    福祉系：福祉、心理  

一般技術系：土木造園、建築、機械、電気、衛生監視、学芸研究  

医療技術系：診療放射線、歯科衛生、理学療法、作業療法、検査技術、栄養士、保健師、看護師
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（４）技能主任職昇任選考  

令和６年度実施状況  

受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

別表②の職種の職務に従事する

者で、令和 7年 3月末日現在、 1級

職に 12年以上在職し、年齢 59歳

未満のもの  

人事評価  

筆記  

面接  

25人  7人  28.0% 6人  24.0% 

参考  令和５年度実施状況  33人  11人  33.3% 7人  21.2% 

（５）技能長職昇任選考  

 令和６年度実施状況  

受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

別表②の職種の職務に従事する

者で、令和 7年 3月末日現在、技能

主任の職に 4年以上在職し、年齢

59歳未満のもの  

人事評価  

筆記  

面接  

57人  9人  15.8% 5人  8.8% 

参考  令和５年度実施状況  70人  11人  15.7% 5人  7.1% 

（６）統括技能長職昇任選考  

令和６年度実施状況  

受験資格  選考方法  有資格者数  受験者数  受験率  合格者数  昇任率  

別表②の職種の職務に従事する

者で、令和 7年 3月末日現在、技

能長の職に 3年以上在職し、年齢

42歳以上 59歳未満のもの  

人事評価  

面接  
--- --- ---  --- --- 

参考  令和５年度実施状況  14人  1人  7.1% 1人  7.1% 

別表②  技能系：技能Ⅰ、技能Ⅱ、技能Ⅲ、技能Ⅴ、技能Ⅵ  
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３  職員数（各年度 4月 1日現在）  

（１）職層別正規職員数 （人）  

令
和
６
年
度

職層  
部長・ 

参事  

課長・副参事  
課長  

補佐  

係長級  
主任  係員  合計  割合  

うち 

重要困難課長 
うち主 査  

男  18 （ 5）  70 82 241 (130) 425 438 1,274 46.0% 

女  3 （ 2）  22 38 204 (152) 598 632 1,497 54.0% 

職員数  21 （ 7）  92 120 445 (282) 1,023 1,070 2,771 

構成比  0.8% (0.3%） 3.3% 4.3% 16.1% (10.2%) 36.9% 38.6% 

※職員数は、他団体からの派遣職員（東京都・警視庁・消防庁）及び指導主事を含む。

※課長補佐には統括技能長、係長級には技能長、主任には技能主任を含む。

令
和
７
年
度

職層  
部長・ 

参事  

課長・副参事  
課長  

補佐  

係長級  
主任  係員  合計  割合  

うち 

重要困難課長 
うち主 査  

男  16 （ 11）  74 75 240 (133) 424 413 1,242 45.6% 

女  3 （ 1）  21 42 199 (147) 577 639 1,481 54.4% 

職員数  19 （ 12）  95 117 439 (280) 1,001 1,052 2,723 

構成比  0.7% (0.4%） 3.4% 4.3% 16.1% (10.3%) 36.8% 38.7% 

（単位：人） 
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（２）組織別職員数【地方公共団体定員管理調査より】 （人）  

区  

分  

部  門  

職  員  数  
対前年  

増減数  
主な増減理由  令和 7年  

4月 1日  

令和 6年  

4月 1日  

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会  15 16 ▲ 1 職員配置の調整による減  

総務  488 475 13 
派遣研修職員の増及び国勢調査事務増によ

る増  

税務  99 101 ▲ 2 基幹業務システムの見直し終了による減  

民生  1,064 1,076 ▲ 12
調理業務の委託による減及び育休代替職員

の減  

衛生  440 450 ▲ 10 感染症関連業務の縮小による減  

労働  5 5 0 

農林  0 0 0 

商工  18 20 ▲ 2 事業委託化による減  

土木  284 289 ▲ 5 職員配置の調整及び欠員による減  

小計  2,413 2,432 ▲ 19

教育部門  258 267 ▲ 9 学校用務業務委託による減  

小計  2,671 2,699 ▲ 28

公
営
企
業
等

会
計
部
門

その他  158 164 ▲ 6 任期付職員の退職による減  

合   計  2,829 2,863 ▲ 34

※職員数は、一般職に属する職員のうち、地方公務員の身分を有する休職者・再任用フルタイム職員 ・育休

任期付職員などを含み、再任用短時間職員・臨時的任用職員・会計年度任用職員・被災地派遣以外の

派遣職員を除いています。
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（３）職種別職員構成  

・正規職員                                   （人） 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

782 601 91 588 192 88 6 116 165 26 6 62 1,242 1,481 

1,383 679 280 122 191 68 2,723 

50.8% 24.9% 10.3% 4.5% 7.0% 2.5%  

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

785 593 90 603 204 84 7 121 180 31 8 65 1,274 1,497 

1,378 693 288 128 211 73 2,771 

49.7% 25.0% 10.4% 4.6% 7.6% 2.7%  

 

 
 

 

 
 

  

 

(単位：人 )  
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・再任用職員（フルタイム） （人） 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

 18 22 0 11 13 0 1 3 23 5 0 2 55 43 

40 11 13 4 28 2 98 

40.8% 11.2% 13.3% 4.1% 28.6% 2.0% 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

 23 20 0 9 10 0 1 2 15 6 0 1 49 38 

43 9 10 3 21 1 87 

49.4% 10.3% 11.5% 3.5% 24.1% 1.2% 

・再任用職員（短時間） （人） 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

26 18 2 28 9 0 1 3 16 4 0 1 54 54 

44 30 9 4 20 1 108 

40.8% 27.8% 8.3% 3.7% 18.5% 0.9% 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

30 20 2 30 6 0 1 3 20 6 0 0 59 59 

50 32 6 4 26 0 118 

42.4% 27.1% 5.1% 3.4% 22.0% 0.0% 

・育休任期付職員／育休臨時的任用教諭   （人）  

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

9 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 9 17 

21 0 0 1 0 4 26 

80.8% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 15.4% 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

10 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10 16 

20 0 0 1 0 5 26 

76.9% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 19.2% 

※地方公務員の育児休業等に関する法律第六条に規定する職員をいう。

・臨時的任用職員／臨時的任用教諭 （人） 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

11 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 11 

20 0 0 1 0 1 22 

90.9% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 4.55% 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

12 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 12 17 

24 0 0 3 0 2 29 

82.8% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 6.9% 

※地方公務員法第二十二条の三、または女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に

関する法律第三条に規定する職員をいう。



 

 - 14 - 

・会計年度任用職員（フルタイム及びパートタイム）                （人） 

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

126(1) 239 48 483 15 8 5 100 12 22 12 47 218 899 

365 531 23 105 34 59 1,117 

32.7% 47.5% 2.1% 9.4% 3.0% 5.3%  

区分  

年度  

事務系  福祉系  一般技術系  医療技術系  技能系  教諭  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

115(1) 226 43 464 20 9 4 101 11 35 15 46 208 881 

341 507 29 105 46 61 1,089 

31.3% 46.6% 2.7% 9.6% 4.2% 5.6%  

※職種については、正規職員の職種に基づき分類。  

※フルタイム勤務の会計年度任用職員は、括弧書きの人数で内数。  

 

（４）年齢別正規職員構成                             （人） 

区分  

年度  

20 歳 未

満  
20～ 29歳  30～ 39歳  40～ 49歳  50～ 59歳  60歳～  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

7年度  

0 0 210 344 421 399 275 340 262 341 74 57 1,242 1,481 

0 554 820 615 603 131 2,723 

0.0% 20.4% 30.1% 22.6% 22.1% 4.8%  

区分  

年度  

20 歳 未

満  
20～ 29歳  30～ 39歳  40～ 49歳  50～ 59歳  60歳～  計  

男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  男  女  

令和  

6年度  

0 0 216 346 425 401 262 335 296 351 75 64 1,274 1,497 

0 562 826 597 647 139 2,771 

0.0% 20.3% 29.8% 21.6% 23.3% 5.0%  
※職員の年齢は、各年度末を基準日とする。  
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４  新規採用正規職員数（各年度 4月 1日現在）  （人）  

職種・職務名  令和７年度  令和６年度  対前年増減数  

一般事務 (Ⅰ類 ) 52 56 ▲ 4

一般事務 (Ⅲ類 ) 4 12 ▲ 8

一般事務 (経験者 ) 22 14 8 

ＩＣＴ（経験者）  1 0 1 

福祉 (Ⅰ類）  3 6 ▲ 3

福祉 (経験者 ) 2 5 ▲ 3

保育士  23 17 6 

心理  0 0 0 

心理（経験者）  0 1 ▲ 1

土木造園 (Ⅰ類 ) 0 5 ▲ 5

土木造園 (経験者 ) 0 1 ▲ 1

建築 (Ⅰ類 ) 4 3 1 

建築 (経験者 ) 0 0 0 

機械 (I類 ) 0 1 ▲ 1

電気 (I類 ) 0 1 ▲ 1

衛生監視  3 0 3 

学芸研究  1 0 1 

医師  1 0 1 

歯科衛生士  0 0 0 

栄養士  1 1 0 

保健師  2 3 ▲ 1

看護師  0 4 ▲ 4

 技能Ⅰ（自動車運転）  0 2 ▲ 2

技能Ⅱ (作業Ⅰ ) 0 2 ▲ 2

技能Ⅱ（警備）  0 0 0 

技能Ⅵ (作業Ⅲ ) 0 8 ▲ 8

幼稚園教諭  0 2 ▲ 2

合計  119 144 ▲ 25

５  正規職員の退職者数（各年度末現在）  

度  
退  職  事  由  

計  
定年退職  勧奨退職  普通退職  死亡等退職  

令和６年度  63人  19人  82人  4人  168人  

令和５年度  0人  13人  64人  6人  83人  

※定年年齢の引上げに伴い、令和 5年度は定年退職なし。

※令和７年度の退職者数は、確定していないため未計上。

（単位：人）  

新規採用者数  

退職者数  
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６  区内在住正規職員数（各年度 4月 1日現在）  

※１  区内に在住する職員のうち男性・女性の割合

※２  正規職員数 2,723人（ P10参照）のうち区内に在住する職員の割合

７  定員適正化計画の目標と取組み状況  

（１）平成 29年度までの取組み状況  

定員の適正化については、平成 7年の財政非常事態宣言以降、「開かれた区政推進計画」

「区政改革プラン」等に基づく行財政改革への取組みにより、事務事業や組織の見直し

を行うことで定数削減に取り組んできました。  

平成 20年度からの 10年間では、あわせて 428名の削減計画に対し、再任用職員の活用等

による職員定数の削減として 129名、事務事業の見直しによる職員定数の削減として 339

名、計 468名の定員削減を実施してきました。  

● 定員適正化計画の取組み状況（平成 20年度～平成 29年度）

年度  20年度  21年度  22年度  23年度  24年度  25年度  26年度  27年度  28年度  29年度  合計  達成率  

計画  ▲ 27人 ▲ 41人 ▲ 78人 ▲ 56人 ▲ 68人 ▲ 52人 ▲ 37人 ▲ 44人 ▲ 17人 ▲ 8人 ▲ 428人  109.3％  

実績  ▲ 27人 ▲ 44人 ▲ 80人 ▲ 56人 ▲ 72人 ▲ 59人 ▲ 25人 ▲ 63人 ▲ 20人 ▲ 22人 ▲ 468人

※各定員適正化計画に基づく平成 20年度～ 29年度の計画数と実績を掲載しています。

※達成率は合計欄の数値による達成率です。

（２）第一次、第二次実行計画期間中（平成 30年度～令和５年度）における定員適正化計画  

平成 30年度及び令和元年度は学校用務業務の委託化により、職員定数を計 16名削減し、

令和３年度、令和４年度は学校用務業務や保育園等給食調理業務の委託化、介護保険シ

ステムの再整備により職員定数を計 23名削減しました。

（３）第三次実行計画期間中（令和６年度～令和９年度）における定員適正化計画  

令和 6年度は、学校用務業務の委託化により、職員定数を 6名削減しました。  

多様化・複雑化した行政需要に適切に対応する一方で、業務手順や執行体制の見直し、

デジタル化による業務改善、公民連携の推進を進め、職員数の増加抑制及び効果的・効

率的な執行体制の実現に努めます。  

● 定員適正化計画の取組み状況（平成 30年度～令和６年度）

年度  30年度  元年度  ２年度  ３年度  ４年度  ５年度  ６年度  達成率  

計画  ▲ 8人 ▲ 8人 ▲ 3人 ▲ 11人 ▲12人 ▲ 6人 ▲ 6人 100.0％  

実績  ▲ 8人 ▲ 8人 ▲ 3人 ▲ 11人 ▲12人 ▲ 6人 ▲ 6人

年度  
男  女  合計  

職員数  割合 ※ 1 職員数  割合 ※ １  職員数  割合 ※ 2 

令和７年度  90人  36.6% 156人  63.4% 246人  9.0% 

令和６年度  97人  37.0% 165人  63.0% 262人  9.5% 
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Ⅱ 等級別基準職務表及び等級ごとの職員数 

（１）等級別基準職務表

職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、地方公務員法第２５条第４項の規定に基づ

き、職員の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる「等級別基準職務表」を、職務の

複雑、困難及び責任の度に応じて定めています。（「新宿区職員の給与に関する条例」第５条及び「新宿

区幼稚園教育職員の給与に関する条例」第６条） 

また、同法第５８条の３第２項の規定に基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員数を公表します。 

 なお、職員数は各年度４月１日現在の数で、再任用職員及び臨時的任用職員を含み、本給料表が適用 

  されない他団体からの派遣職員（東京都・警視庁・消防庁）及び指導主事は除きます。 

（２）給料表及びその適用範囲

給料表の種類とその適用される職種又は職務名は以下のとおりです。 

行政職給料表（一） 事務、社会教育、福祉、心理、土木造園、建築、機械、電気、衛生監視、 

学芸研究 

行政職給料表（二） 自動車運転、警備、作業Ⅰ、調理、用務、自動車運転Ⅱ、自動車整備、作業Ⅲ 

医療職給料表（一） 医師、歯科医師 

医療職給料表（二） 歯科衛生、理学療法士、作業療法士、検査技術、栄養士 

医療職給料表（三） 保健師、看護師 

幼稚園教育職員給料表 教諭 
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等級及び職制上の段階ごとの職員数 

 

行政職給料表（一） 

(１)令和７年度職員数 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％） 段階 

1級 係員の職務 957 37.9 
主事 956 

957 37.9 
係
員 

主事（再任用短時間） 1 

2級 主任の職務 950 37.6 

主任 852 

950 37.6 

主
任
級 

主任（再任用） 25 

主任（再任用短時間） 73 

3級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
383 15.2 

係長 78 

383 15.2 

係
長
級 

係長（再任用） 4 

園長 7 

所長 2 

副所長 6 

館長 6 

主査 266 

主査（再任用） 10 

主査（再任用短時間） 4 

4級 課長補佐の職務 124 4.9 

係長（課長補佐） 67 

124 4.9 

課
長
補
佐
級 

係長（課長補佐）（再任用） 8 

園長（課長補佐） 10 

所長（課長補佐） 3 

副所長（課長補佐） 4 

館長（課長補佐） 1 

次長（課長補佐） 1 

主査（課長補佐） 24 

主査（課長補佐）(再任用) 6 

5級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
89 3.5 

課長・担当課長 54 

89 3.5 

課
長
級 

課長（再任用） 4 

所長 11 

所長（再任用） 2 

次長 1 

副参事 11 

副参事（再任用） 1 

副参事（再任用短時間） 5 

6級 
部長、担当部長又は参

事の職務 
21 0.8 

部長・担当部長 10 

21 0.8 

部
長
級 

部長・担当部長(再任用) 1 

局長 2 

局長（再任用） 1 

所長（再任用） 1 

次長 1 

館長 1 

参事 2 
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副部長 1 

会計管理者（再任用） 1 

合計 2,524 100.0 

(２)令和６年度職員数

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

(人) (％) 職名 (人) (人) (％） 段階 

1級 係員の職務 960 37.7 
主事 959 

960 37.7 
係
員

主事（再任用短時間） 1 

2級 主任の職務 971 38.1 

主任 867 

971 38.1 

主
任
級

主任（再任用） 26 

主任（再任用短時間） 78 

3級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
381 15.0 

係長 71 

381 15.0 

係
長
級

係長（再任用） 3 

園長 8 

所長 8 

副所長 6 

館長 7 

主査 267 

主査（再任用） 10 

主査（再任用短時間） 1 

4級 課長補佐の職務 125 4.9 

係長（課長補佐） 71 

125 4.9 

課
長
補
佐
級

係長（課長補佐）（再任用） 6 

園長（課長補佐） 9 

副所長（課長補佐） 4 

館長（課長補佐） 1 

次長（課長補佐） 1 

主査（課長補佐） 26 

主査（課長補佐）(再任用) 5 

主査（課長補佐）(再任用短時間) 2 

5級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
85 3.3 

課長・担当課長 47 

85 3.3 

課
長
級

課長（再任用） 3 

所長 12 

所長（再任用） 2 

次長 1 

副参事 13 

副参事（再任用） 1 

副参事（再任用短時間） 6 

6級 
部長、担当部長又は参

事の職務 
25 1.0 

部長・担当部長 9 

25 1.0 

部
長
級

局長 2 

局長（再任用） 1 

所長 1 

次長 1 

館長 1 

参事 4 
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参事（再任用） 4 

副部長 1 

会計管理者（再任用） 1 

合計 2,547 100.0 

行政職給料表（二） 

(１)令和７年度職員数

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1級 係員の職務 61 25.5 

技能1級職 48 

61 25.5 
係
員技能1級職（再任用） 6 

技能1級職（再任用短時間） 7 

2級 技能主任の職務 123 51.5 

技能主任 98 

123 51.5 

技
能
主
任
級

技能主任（再任用） 13 

技能主任（再任用短時間） 12 

3級 
技能長又は担当技能長

の職務 
50 20.9 

技能長 42 

50 20.9 

技
能
長
級

技能長（再任用） 7 

技能長（再任用短時間） 1 

4級 統括技能長の職務 5 2.1 
統括技能長 3 

5 2.1 
統
括

技
能
長
級統括技能長（再任用） 2 

合計 239 100.0 

(２)令和６年度職員数

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1級 係員の職務 70 27.1 

技能1級職 57 

70 27.1 
係
員技能1級職（再任用） 4 

技能1級職（再任用短時間） 9 

2級 技能主任の職務 134 52.0 

技能主任 105 

134 52.0 

技
能
主
任
級

技能主任（再任用） 14 

技能主任（再任用短時間） 15 

3級 
技能長又は担当技能長

の職務 
49 19.0 

技能長 45 

49 19.0 

技
能
長
級

技能長（再任用） 2 

技能長（再任用短時間） 2 

4級 統括技能長の職務 5 1.9 
統括技能長 4 

5 1.9 
統
括

技
能
長
級統括技能長（再任用） 1 

合計 258 100.0 
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医療職給料表（一） 

(１)令和７年度職員数 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
1 25.0 主査 1 1 25.0 

係
長
級 

2級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
1 25.0 課長 1 1 25.0 

課
長
級 

3級 
部長、担当部長又は参

事の職務 
2 50.0 

部長 1 
2 50.0 

部
長
級 参事 1 

合計 4 100.0      

 

(２)令和６年度職員数 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
1 25.0 主査 1 1 25.0 

係
長
級 

2級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
1 25.0 課長 1 1 25.0 

課
長
級 

3級 
部長、担当部長又は参

事の職務 
2 50.0 

部長 1 
2 50.0 

部
長
級 参事 1 

合計 4 100.0      
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医療職給料表（二） 

(１)令和７年度職員数 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 6 30.0 主事 6 6 30.0 
係
員 

2 級 主任の職務 7 35.0 

主任 5 

7 35.0 
主
任
級 

主任（再任用） 1 

主任（再任用短時間） 1 

3 級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
7 35.0 

係長 1 

7 35.0 
係
長
級 

主査 4 

主査（再任用） 1 

主査（再任用短時間） 1 

4 級 課長補佐の職務 0 0.0 主査(課長補佐) 0 0 0.0 
課
長 

補
佐
級 

5 級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
0 0.0 課長 0 0 0.0 

課
長
級 

合計 20 100.0      

 

(２)令和６年度職員数 

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 6 30.0 主事 6 6 30.0 
係
員 

2 級 主任の職務 7 35.0 

主任 5 

7 35.0 
主
任
級 

主任（再任用） 1 

主任（再任用短時間） 1 

3 級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
6 30.0 

係長 1 

6 30.0 
係
長
級 

主査 4 

主査（再任用） 1 

4 級 課長補佐の職務 1 5.0 主査(課長補佐) 1 1 5.0 
課
長 

補
佐
級 

5 級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
0 0.0 課長 0 0 0.0 

課
長
級 

合計 20 100.0      
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医療職給料表（三） 

(１)令和７年度職員数

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 44 40.7 主事 44 44 40.7 
係
員

2 級 主任の職務 36 33.3 
主任 34 

36 33.3 
主
任
級主任（再任用短時間） 2 

3 級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
21 19.4 

係長 3 

21 19.4 
係
長
級

主査 17 

主査（再任用） 1 

4 級 課長補佐の職務 4 3.7 

係長(課長補佐) 3 

4 3.7 

課
長
補
佐
級

主査(課長補佐) 1 

5 級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
3 2.8 

課長 1 

3 2.8 
課
長
級

所長 1 

所長（再任用） 1 

合計 108 100.0 

(２)令和６年度職員数

等級 
等級別基準職務表に規

定する基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 係員の職務 52 45.2 主事 52 52 45.2 
係
員

2 級 主任の職務 35 30.5 
主任 32 

35 30.5 
主
任
級主任（再任用短時間） 3 

3 級 
係長、担当係長又は主

査の職務 
22 19.1 

係長 4 

22 19.1 
係
長
級

主査 17 

主査（再任用） 1 

4 級 課長補佐の職務 3 2.6 

係長(課長補佐) 2 

3 2.6 

課
長
補
佐
級

主査(課長補佐) 1 

5 級 
課長、担当課長又は副

参事の職務 
3 2.6 

課長 1 
3 2.6 

課
長
級所長 2 

合計 115 100.0 
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幼稚園教育職員給料表 

(１)令和７年度職員数

等級 

等級別基準職務表に

規定する基準となる

職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 教諭の職務 46 65.7 教諭 46 46 65.7 
教
諭

2 級 主任教諭の職務 14 20.0 

主任教諭 12 

14 20.0 

主
任
教
諭

主任教諭（再任用） 1 

主任教諭（再任用短時間） 1 

3 級 副園長の職務 4 5.7 副園長 4 4 5.7 
副
園
長

4 級 園長の職務 6 8.6 
園長 5 

6 8.6 
園
長園長（再任用） 1 

合計 70 100.0 

(２)令和６年度職員数

等級 

等級別基準職務表に

規定する基準となる

職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1 級 教諭の職務 51 68.0 教諭 51 51 68.0 
教
諭

2 級 主任教諭の職務 14 18.7 主任教諭 14 14 18.7 

主
任
教
諭

3 級 副園長の職務 4 5.3 副園長 4 4 5.3 
副
園
長

4 級 園長の職務 6 8.0 
園長 5 

6 8.0 
園
長園長（再任用） 1 

合計 75 100.0 
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Ⅲ 人事評価の状況  

１  職員の人事評価  

全職員を対象に目標管理型の人事考課制度を実施しています。職務上の業績及び職

務の遂行中に示した能力等を客観的かつ継続的に評価し、その結果を任用、給与、分

限、配置管理等に適切に反映させています。  

また、年 2回の面談や日々のコミュニケーションを通じた目標管理により、人材の育

成と組織力向上を図っています。  

＜目標管理型人事考課制度  実施の流れ＞  

組織目標の決定  

当初申告の実施  

（目標申告）  

最終申告の実施  

①成果申告

②自己評価

③異動等申告

定期評価の実施  

評価結果本人開示（全員）※ 1 

苦情相談の実施※ 2 

面談の実施  

4月～ 5月  

12月  

1月～ 3月  翌年度の任用、給与、分限、配置管理等に反映  

※ 1 幼稚園教育職員は希望者のみ

※ 2 幹部職員には、苦情相談制度はなし。

面談の実施  

※ 目標管理を通じた職員の指導育

成は、年間を通じて実施
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２  評価結果  

評価対象期間  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  Ｅ  計  

管理職  
令和 6.4.1～  

令和 7.3.31 
12人  21人  75人  6人  0人  114人  

一般職  
令和 6.1.1～  

令和 6.12.31 
223人  498人  1,883人  6人  0人  2,610人  

評価基準  

Ａ：当該職務の級において、果たすべき仕事の水準を大きく超え、特に顕著な業績を上げた。  

Ｂ：当該職務の級において、果たすべき仕事の水準を超え、優れた業績を上げ、職務を円滑に遂行した。  

Ｃ：当該職務の級において、果たすべき仕事の水準をほぼ満たし、職務を遂行する上で特に支障がなかった。  

Ｄ：当該職務の級において、果たすべき仕事の水準に対して、やや劣る部分や問題点があり、職務

を遂行する上で、ときには支障をきたすことがあった。  

Ｅ：当該職務の級において、果たすべき仕事の水準に対して、劣る部分や問題点が顕著であり、職

務を遂行する上で、頻繁に支障をきたした。  

※管理職及び一般職は、「新宿区幼稚園教育職員の人事考課に関する規程」の対象職員を含む。

※職員数には、再任用職員を含み、他団体からの派遣、指導主事、休業・休職・中途退職者や欠勤

数が一定数ある者等を除く。
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Ⅳ 給与の状況  

１  人件費の状況【地方財政状況調査より】  

年度  住民基 本台帳 人口  
歳出額  

（ A）  
実質収支  

人件費  

（ B）  

人件費率  

（ B/A）  

令和６年度  
 352,717人  

(令和 7年 １月 １ 日 現在 ) 
184,069,591千円  5,191,870千円  29,622,576千円 16.0％  

令和５年度  
 349,226人  

(令和 ６ 年 １月 １ 日 現在 ) 
178,299,812千円  3,773,771千円  26,340,623千円 14.7％  

※決算数値は、普通会計決算の数値

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含む。

※令和 7年 1月 1日現在の区の住民基本台帳人口は、日本人 304,620人、外国人 48,097人、計 352,717

人  

２  職員給与費の状況【地方公務員給与実態調査より】  

年度  
職員数  

A 

給与費  1人当たり  

給与費  

（ B/A）  給料  職員手当  期末・勤勉手当  合  計  B 

令和６年度  2,699人  9,820,162千円  3,886,234千円  4,941,601千円  18,647,997千円  6,909千円  

令和５年度  2,694人  9,520,270千円  3,771,984千円  4,581,569千円  17,873,823千円  6,634千円  

※職員数は、普通会計関係に属する職員の人数

※職員手当には、退職手当を含まない。

３  ラスパイレス指数の状況  

年度  新宿区  特別区平均  

令和元年度  99.7 99.8 

令和５年度  98.3 98.6 

令和６年度  97.8 98.4 

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100とした場合の地方公務員の給与水準を示す

指数
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４  職員手当の状況（令和６年度決算）  

（１）毎月決まって支給されるもの  

① 扶養手当

支給実績  138,277千円  

支給職員１人当たりの平均支給年額  178千円  

種 類  手 当 額 

配偶者  6,000円  

子  9,000円  

その他の扶養親族  6,000円  

満 15歳の年度初めから満 22歳の年度末までの扶養親族である子 (加算 ) 4,000円  

② 地域手当

支給実績  2,122,113千円  

支給職員１人当たりの平均支給年額  703千円  

支給率  20％  

③ 住居手当

区分  
令和６年度  

手当額  
支給実績  

平均支給  

年額※  

世
帯
主
及
び

こ
れ
に
準
ず
る
者

月額家賃 27,000円以上を負担する者  8,300円  

135,747千円  164千円  

加算額  

当該年度末現在、 27歳まで

の者  
18,700円  

当該年度末現在、 28歳から

32歳までの者  
9,300円  

※支給職員１人当たりの平均支給年額

※これに準ずる者とは、主としてその収入により世帯の生計を支えている者をいう。

④ 通勤手当

運賃相当額（ 1か月当たりの支給限度額は 55,000円）  

原則年 2回、 4月・ 10月に 6か月分を一括支給します。  

支給実績  401,975千円  

支給職員１人当たりの平均支給年額  142千円  
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（２）勤務した実績に応じて支給されるもの  

① 時間外勤務手当

区分  支給実績  職員数  
一人当たり  

平均支給月額

月当たり  

平均時間数  

令和６年度決算  997,976千円  2,625人  31千円  ―  

行政職給料表（一）  

（事務・社会教育・福祉・心理・土木造園  

・建築・機械・電気・衛生監視・学芸研究）

932,546千円  2,258人  34千円  11.4時間  

事務・技術 （土木造園・建築・機械・電

気）  
726,300千円  1,529人  39千円  13.1時間  

行政職給料表（二）（技能系・業務系） 30,575千円  246人  10千円  3.2時間  

医療職給料表（一）（医師・歯科医師） 1,172千円  1人  97千円  16.1時間  

医療職給料表（二）  

（診療放射線・歯科衛生・理学療法  

・作業療法・検査技術・栄養士）

4,061千円  17人  19千円  6.3時間  

医療職給料表（三）（保健師・看護師） 29,622千円  103人  23千円  7.3時間  

令和５年度決算  946,521千円  2,584人  30千円  ―  

※職員数は、時間外勤務手当を支給した人数

※平均支給月額及び平均時間は、各給料表適用職員数を基に算出

② 特殊勤務手当

支給実績  41,213千円  

支給職員１人当たり平均支給年額  139千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合  9.9% 

手当の種類（手当数）  5種類  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  
左記職員に  

対する支給単価  
支給額  

特定危険現場

業務手当  

建築指導課、契約管財

課等に勤務する職員  

①昇降機等の検査

②高 所 における工 事

監督・検査

③特 定粉 じん除去 作

業 等 における工 事

監督・検査

①１台につき

190円、400円

②日額

290円、400円

③日額

230円

122千円  

福祉事務所現

業手当  

生 活 福 祉 課 又 は 保 護

担当課に勤務する職員  

生活保護法等に定め

る業務を行 うための家

庭訪問等  

日額  

230円～ 460円  
9,230千円  

児童相談所等

現業手当  

子ども家庭支援課に

所属する職員  

児童相談所等に係 る

業務  

日額  

950円、1,470円  
7,436千円  

感染症予防業

務従事手当  

保健所又は保健セン

ターに勤務する職員

一定の感染症の患者

に接する業務  

日額  

160円～ 660円  
30千円  

清掃業務  

従事手当  

清掃事務所に勤務す

る職員  
ごみの収集・運搬等  

日額  

700円  
24,394千円  
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（３）一定の時期に支給されるもの  

①  期末・勤勉手当  

 

②  退職手当  

区分  自己都合  定年・勧奨  

支給率  

勤続 20年  18.00月分  24.55月分  

勤続 25年  28.00月分  32.95月分  

勤続 35年  39.75月分  47.70月分  

最高限度  39.75月分  47.70月分  

加算措置  
定年前早期退職特例措置  

（ 2～ 20％加算）  

退職時特別昇給  
8 号給  

（公務もしくは善行のための危篤あるいは死亡）  

1人当たり平均支給額  2,158千円  21,092千円  
 

支給実績  5,199,148千円  

１人当たり平均支給額      1,763千円  

 

令和６年度支給割合  

 

期末手当  勤勉手当  

6月期    1.25月分  

        (0.7月分 ) 

12月期    1.25月分  

(0.7月分 ) 

 

 

計     2.5月分  

(1.4月分 ) 

6月期    1.175 月分  

       (0.575月分 ) 

12月期   1.175 月分  

       (0.575月分 ) 

 

 

計     2.35 月分  

(1.15 月分 ) 

加算措置の状況  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

職務段階別加算  5～ 20％  

管理職加算     15～ 20％  

※（   ）は再任用職員の支給割合  

【参考  勤勉手当への勤務実績の反映状況】  

幹部職員、一般職員とも人事評価の結果を勤勉手当の支給率に反映している。  



- 31 -

③ その他の手当

手当名  内容及び支給単価  支給実績  

支給職員１人  

当たり平均  

支給年額  

管 理 職  

手 当  

管理又は監督の地位にある職員に支給   

・部長職

・医師、歯科医師である部長職

・重要困難課長職

・課長職

・医師、歯科医師である課長

※（  ）は再任用職員の月額です。  

【月額】  

127,600 円  

（ 101,000 円）  

142,400 円  

（ 107,200 円）  

101,500 円  

（ 73,200 円）  

92,300 円  

（ 66,500 円）  

94,800 円  

（ 73,100 円）  

141,519 千円  1,114 千円  

初 任 給  

調整手当  

医師、歯科医師・大学卒業後の期間に応じ、    

【月額】 118,000 円～ 268,500 円  

※科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易にす

るため、民間における賃金との差を考慮して設けられている。  

10,017 千円  2,504 千円  

単 身 赴

任 手 当  

勤務地を異にする異動等に伴い、転居し、やむを得ない

事情により配偶者と別居し、配偶者と同居していた住宅か

らでは通勤困難（距離制限有り）である場合で、単身で生

活することを常況とする職員に支給  

【基礎額】  30,000 円  

【加算額】  

交通距離  加算額  

100 ㎞以上 200km 未満  6,000 円  

200 ㎞以上 300km 未満  10,000 円  

300km 未満  14,000 円  

400 千円  400 千円  

休 日 給  

夜勤手当  

休日又は深夜に勤務した職員に支給  

・休日給

一時間当たりの給与額×1.35×勤務時間  

・夜勤手当

一時間当たりの給与額×0.25×勤務時間  

76,546 千円  133 千円  

宿 日 直  

手 当  

宿日直を行った職員に支給  

・一般の宿日直

・年末年始の日から始まる一般の宿

日直

・防災対策要員の宿日直

・年末年始の日から始まる防災対策

要員の宿日直

【 1 回】  

6,600 円  

8,900 円  

9,000 円  

11,300 円  

5,057 千円  50 千円  

※5 時間未満の勤務の場合の手当額は半額
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手当名  内容及び支給単価  支給実績  

支給職員１人  

当たり  

平均支給年額  

管理職員  

特別勤務  

手 当  

管理職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により週休日等又は週休日等以

外の日の午前０時から午前５時までの間であ

って正規の勤務時間以外の時間に勤務した

場合に支給  

・部長職

6時間を超える勤務

  週休日等以外の日  

・重要困難課長職、課長職

6時間を超える勤務

  週休日等以外の日  

【 1 回】  

12,000 円  

18,000 円  

6,000 円  

10,000 円  

15,000 円  

5,000 円  

865 千円  30 千円  

５  職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（各年度 4月 1日現在）  

令
和
７
年
度

区分  平均給料月額  平均給与月額  平均年齢  

一般行政職  309,318円  444,240円  40歳   2月  

技能職  

284,172円  394,627円  52歳   1月  

うち清掃職員  286,304円  410,086円  50歳  10月  

うち用務職員  299,800円  378,309円  58歳   3月  

令
和
６
年
度

区分  平均給料月額  平均給与月額  平均年齢  

一般行政職  300,821円  431,610円  40歳   3月  

技能職  

284,110円  397,587円  51歳   6月  

うち清掃職員  283,148円  403,854円  50歳   0月  

うち用務職員  294,243円  372,420円  58歳   3月  

※給料とは民間の基本給に相当するもので、給与は、給料のほか、毎月支給される手当を含む。

６  職員の初任給の状況（各年度 4月 1日現在）  

区分  令和７年度  令和６年度  

一般行政職  
大学卒程度  220,000円  196,200円  

高校卒程度  182,000円  158,100円  

技能職  
 173,200円～  

177,500円  

150,200円～  

154,500円  
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７  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（各年度 4月 1日現在）  

区分  経験年数 10年  経験年数 15年  経験年数 20年  

令和７年度  
一般行政職   

大学卒程度  296,856円  349,710円  368,650円  

高校卒程度  248,320円  274,300円  333,025円  

技能職  253,400円  282,200円  297,700円  

令和６年度  
一般行政職   

大学卒程度  281,900円  347,437円  369,446円  

高校卒程度  232,866円  276,060円  304,575円  

技能職  236,633円  284,575円  293,100円  

※経験年数には、採用前の職歴などが加算されている場合があります。  

 

８  一般行政職の級別職員数の状況【地方公務員給与実態調査より】（令和 7年 4月 1日現在）  

区分  6 級  5 級  4 級  3 級  2 級  1 級  

計  
標準的

な職務

内容  

部長  課長  課長補佐  

係長  

主任  

2 級～ 6 級まで

の職務の級に

属さない係員  主査  

職員数  14 人  71 人   90 人   248 人   564 人   571 人   1,558 人  

構成比  0.9% 4.6% 5.8% 15.9% 36.2% 36.6% 100% 

 

※新宿区の給与条例に基づく給料表の級区分による。  

※標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務  

※職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職の人数で、税務職、医療技術職、

福祉職等を除く。  

※構成比は端数を調整している。  
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９  昇給の状況  

幹部職員、一般職員とも定期評価の結果を昇給に反映させています。  

昇給区分は、Ａ（ 6号昇給）、Ｂ（ 5号昇給）、Ｃ（ 4号昇給）、Ｄ（ 3号昇給）、Ｅ （昇給なし）

の 5段階です。  

区分  全職種  
行政職  

技能  

労務職  
医療職  

幼稚園  

教育職員  

令
和
７
年
４
月
１
日
昇
給

職員数（ア）  2,276人  1,944人  179人  97人  56人  

昇給区分Ａ又はＢの職員数（イ） 

構成比率（イ／ア）  

673人  

29.6% 

578人  

29.7% 

53人  

29.6% 

26人  

26.8% 

16人  

28.6% 

昇給区分Ｃの職員数（エ）  

構成比率（エ／ア）  

1,595人  

70.1% 

1,360人  

70.0% 

125人  

69.8% 

71人  

73.2% 

39人  

69.6% 

昇給区分Ｄ又はＥの職員数（オ） 

構成比率（オ／ア）  

8人  

0.4% 

6人  

0.3% 

1人  

0.6% 

0人  

0.0% 

1人  

1.8% 

令
和
６
年
４
月
１
日
昇
給

職員数（ア）  2,251人  1,923人  181人  94人  53人  

昇給区分Ａ又はＢの職員数（イ） 

構成比率（イ／ア）  

658人  

29.2% 

559人  

29.1% 

56人  

30.9% 

27人  

28.7% 

16人  

30.2% 

昇給区分Ｃの職員数（エ）  

構成比率（エ／ア）  

1,581人  

70.2% 

1,352人  

70.3% 

125人  

69.1% 

67人  

71.3% 

37人  

69.8% 

昇給区分Ｄ又はＥの職員数（オ） 

構成比率（オ／ア）  

12人  

0.5% 

12人  

0.6% 

0人  

0.0% 

0人  

0.0% 

0人  

0.0% 

※管理職及び一般職は、「新宿区幼稚園教育職員の人事考課に関する規程」の対象職員を含む。

※職員数には、再任用職員、他団体からの派遣、指導主事、休業・休職・中途退職者や欠勤数が一

定数ある者等を除く。

※職員数は昇給の無かった者は含まない。
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10 特別職の報酬等の状況（各年度 4月 1日現在）  

令
和
７
年
度

区分  給料・報酬  地域手当  支給額計  期末手当  

給
料

区  長  1,206,000円  156,780円  1,362,780円  

6月期  

12月期  

計  

1.65月分  

1.65月分  

3.30月分  

副区長  967,000円  125,710円  1,092,710円  

報
酬

議  長  975,000円  －  975,000円  

副議長  832,000円  －  832,000円  

議  員  637,000円  －  637,000円  

区分  
算定方式  

退職時給料月額に次に掲げる割合を得た額  
1期の手当額  支給時期  

退
職
手
当

区  長  勤続期間 1年につき  437／ 100 21,080,880円  任期満了時  

副区長  勤続期間 1年につき  301／ 100 11,642,680円  任期満了時  

令
和
６
年
度

区分  給料・報酬  地域手当  支給額計  期末手当  

給
料

区  長  1,172,000円  152,360円  1,324,360円  

6月期  

12月期  

計  

1.55月分  

1.55月分  

3.10月分  

副区長  940,000円  122,200円  1,062,200円  

報
酬

議  長  948,000円  －  948,000円  

副議長  809,000円  －  809,000円  

議  員  619,000円  －  619,000円  

区分  
算定方式  

退職時給料月額に次に掲げる割合を得た額  
1期の手当額  支給時期  

退
職
手
当

区  長  勤続期間 1年につき  437／ 100 20,486,560円  任期満了時  

副区長  勤続期間 1年につき  301／ 100 11,317,600円  任期満了時  

※期末手当の額は、給料及び地域手当の月額又は報酬月額に一定の加算をし、上記の支給率を乗じ

た額

[加算 ] 区長等  (給料＋地域手当 )×20/100＋給料×25/100 

 議長等  報酬月額×45/100 

※退職手当の「 1期の手当額」は、 4月 1日現在の給料月額及び支給割合に基づき、 1期 (4年＝ 48月 )

勤めた場合における退職手当の見込額

※副区長には、このほかに通勤手当が支給される。
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Ⅴ 勤務時間その他の勤務条件の状況  

１  勤務時間等  

一般職員の主な勤務形態  

1週間の正規の勤務時間  1日の正規の勤務時間  週   休   日  

38時間 45分  

7時間 45分  

日曜日及び土曜日  

職務の性質により、4週間を通じ

て、平均して1週間あたり38時間

45分とすることができる。  

職務の性質により、4週間を通じ

て8日とすることができる。  

２  休暇制度  

職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の 4種類があります。  

（１）年次有給休暇  

職員の心身の疲労回復、労働力の維持培養を目的とした休暇です。  

付与日数は 1年について 20日で、その年に使用しなかった日数は、20日を限度に翌年に

限り、繰り越すことができます。  

取得状況  

年  職員数  平均取得日数  取得率  

令和 6年 1月～令和 6年 12月  2,367人  16.8日  45.9％  

前年  2,348人  16.6日  44.6％  

※「職員数」には、再任用職員（短時間）、育児休業中・休職中等の職員、期間途中に採用・退職

した職員は含みません。

（２）病気休暇  

職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認

められた場合における休暇です。  

取得状況  

年  
総 取 得 日 数 取 得 延 人 数 

男  女  合計  男  女  合計  

令和 6年 1月～

令和 6年 12月  
5,024日  6,560日  11,584日  215人  317人  532人  

前年  3,912日  6,872日  10,784日  134人  224人  358人  
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（３）特別休暇  

あらかじめ定められた事由に該当する場合に認められる休暇で、公民権行使等休暇、

出生サポート休暇（不妊治療のための休暇）、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健

診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏

季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇、育児休暇、短

期の介護休暇の 17種類があります。  

① 出産支援休暇取得状況

職員が配偶者等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）又はパートナーシップ関係の相手方）の出産に当たり、子の養育その他家事等

を行うための休暇です。取得できる日数は配偶者等の出産の前後を通じて 3日以内で、

1時間を単位として取得することもできます。  

取得状況  

年度  対象人数  取得人数  取得率  
1人当たり  

平均取得日数  

令和６年度  50人  46人  92.0％  2.8日  

令和５年度  34人  28人  82.4％  2.9日  

② ボランティア休暇取得状況

職員が、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行うために、必要と認められる場合

の休暇です。承認期間は暦年において 5日以内です。  

取得状況  

対象活動  
取得者数  

令和６年  前年  

災害被災地での支援活動  1人  0人  

障害者、高齢者等施設における活動  0人  0人  

日常生活を営むのに支障のある者の介護等支援活動 0人  0人  

国・地方公共団体が主催、後援する事業を支援する活動  0人  1人  

③ 子の看護のための休暇取得状況

職員が、養育する小学校 6年生までの子の看護（負傷し若しくは疾病にかかったとき

の世話又は疾病予防のために予防接種等を受けさせること）を行うために、必要と認

められる場合の休暇です。取得できる日数は年度において 5日以内（対象となる子が

2人以上の場合は 10日以内）で、 1時間を単位として取得することもできます。  

取得状況  

年度  
取 得 人 数 １人当たり平均取得日数  

男  女  合計  男  女  合計  

令和６年度  216人  214人  430人  5.8日  5.9日  5.8日  

令和５年度  236人  219人  455人  4.9日  5.7日  5.3日  
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（４）介護休暇  

職員が、配偶者等又は二親等以内の親族の負傷、疾病又は老齢により日常生活におい

て支障があるものの介護をするために、必要と認められる場合の休暇です。  

介護休暇の承認期間は指定期間を通算して６か月の範囲において必要と認められる期

間です。  

介護休暇により勤務しない期間については、給与が減額されます。  

取得状況  

年度  区分  
介護休暇  

取得者数  

再掲  要介護者別の内訳（職員との続柄別）

配偶者等  父母  子  
配偶者等  

の父母  
祖父母  

兄弟  

姉妹  
孫  

令和６年度  

男性  

職員  
2人  2人  

女性  

職員  
3人  2人  1人  

令和５年度  

男性  

職員  
3人  3人  

女性  

職員  
8人  1人  6人  1人  
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Ⅵ 休業の状況  

休業には、育児休業、部分休業、配偶者同行休業、高齢者部分休業の 4種類があります。 

（１）  育児休業・部分休業  

育児休業及び部分休業は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づき、子を養育

する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に

資することを目的とした休業制度です。  

育児休業は、 3歳に満たない子を養育する職員が、 3歳に達する日までの期間を限度とし

て育児のために休業できる制度です。育児休業期間中、給与は支給されません。  

また、部分休業は、職員が小学校就学前の子を養育しつつ勤務する場合に、公務に支障

のない範囲で、1日の勤務時間の一部（勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて 2時間限

度）を勤務しないことができる制度です。部分休業により勤務しない時間については、給

与が減額されます。（令和 7年 10月から第 2号部分休業が新設され勤務時間の全部を勤務しな

いことや勤務時間の始め又は終わりでなくても取得可能となっています。）  

なお、休業とは異なりますが、職員が小学校就学前の子を養育しつつ勤務する場合に、

週の勤務時間を 19時間 25分、 19時間 35分、 23時間 15分、 24時間 35分の中から選択して勤務

することができる育児短時間勤務制度が設けられています。職員には、勤務時間に応じた

給与が支給されます。  

取得状況  

年度  職員種別  
育児休業  
取得者数  

部分休業  
取得者数  

育児短時間勤務  
取得者数  

令和６年度  
男性  41人  14人  0人  

女性  178人  181人  5人  

令和５年度  
男性  40人  13人  0人  

女性  188人  159人  3人  

（２）  配偶者同行休業  

配偶者同行休業は、職員が、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にする

ことを可能とする制度で平成 26年 7月から導入しました。  

取得状況（新規取得及び継続中）  

年度  職員種別  
配偶者同行休業  

取得者数  

令和６年度  
男性  1人  

女性  2人  

令和５年度  
男性  2人  

女性  1人  
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（３）  高齢者部分休業  

  高齢者部分休業は加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事など地域

貢献等を想定し、定年退職前に先行的に休業を取得する制度で令和 6年 4月から導入しまし

た。  

  高齢者部分休業は、60歳以上の職員が公務に支障のない範囲で、1日の勤務時間の一部（勤

務時間の始め又は終わりに、1日を通じて 2時間限度）を勤務しないことができる制度です。

高齢者部分休業により勤務しない時間については、給与が減額されます。（令和 7年 10月か

ら勤務時間の始め又は終わりでなくても取得可能となっています。）  

取得状況（新規取得及び継続中）  

年度  職員種別  
高齢者部分休業  

取得者数  

令和６年度  
男性  0人  

女性  1人  
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Ⅶ 分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分  

 分限処分とは、職員が心身の故障など一定の事由により、その職務を果たすことがで

きなくなった場合等に行う処分で、免職、降任、休職、降給があります。  

分限処分者数  

年度  免職  降任  休職  降給  

令和６年度  0人  0人  85人  0人  

令和５年度  0人  0人  87人  0人  

（２）懲戒処分  

 懲戒処分とは、職員に法令違反等の一定の義務違反があった場合に制裁的に行う処分

で、免職、停職、減給、戒告があります。  

懲戒処分者数  

年度  免  職  停  職  減  給  戒  告  

令和６年度  0人  2人  0人  1人  

令和５年度  2人  0人  3人  0人  

Ⅷ 服務の状況  

服務とは、職務を遂行するにあたって、職員が守るべき義務ないし規律を意味しており、

地方公務員法第 30条で、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定め、職

員の服務の根本基準を明らかにしています。そして、同法では、職員の服務について、以

下のとおり各種の義務・規律を定めています。  

（１）職務上の義務  

ア 服務の宣誓

イ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

ウ 職務に専念する義務

（２）身分上の義務  

ア 信用失墜行為の禁止

イ 秘密を守る義務

ウ 政治的行為の制限

エ 争議行為等の禁止

オ 営利企業等の従事制限

新宿区では、職員の服務に関して、「新宿区職員の職務に専念する義務の特例に関する条

例」、「新宿区職員服務規程」、「利害関係者との間における行為の制限等に関する指針」、「新

宿区服務監察規程」、「新宿区職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」、「新宿区職場にお

けるハラスメントの防止等に関する規程」「新宿区ハラスメント防止に関する指針」などを

定め、職員の服務規律の確保に努めています。  
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Ⅸ 退職管理の状況 

１ 退職管理 

地方公務員法第 38 条の 2 第 8 項及び第 38 条の 6 の規定に基づき、「新宿区職員の退職管理に関する条例」

及び「新宿区職員の退職管理に関する条例施行規則」を定め、再就職の公正性、透明性の確保及び信頼性を

高めるため、課長職以上であった職員が営利企業等へ再就職した場合は、任命権者は再就職先の名称、再就

職先における地位等の届出を受けるとともに、その内容を公表しています。 

２ 再就職の状況 

退職時に課長職以上であった職員の再就職の状況（各欄の上段は退職者、下段は再任用終了による離職者） 

 （人） 

退職時職位 退職者・ 

離職者数 

特別職（副

区長等） 

就任 

再任用等 

(※1)

再就職 特別職就任 

再任用 

再就職 

計 

外郭団体 

(※2) 

公益団体

等(※3) 
民間企業 

部長職 
退職者 5 ‐ 3 1 1 ‐ 5 

離職者 3 ‐ 1 1 ‐ ‐ 2 

課長職 
退職者 4 ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 4 

離職者 2 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

校・園長職 
退職者 7 ‐ 7 ‐ ‐ ‐ 7 

離職者 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

副校長職 
退職者 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

離職者 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

計 
退職者 16 ‐ 14 1 1 ‐ 16 

離職者 5 ‐ 1 2 ‐ ‐ 3 

※１ 再任用等とは、新宿区、東京都の再任用、会計年度任用職員を言います。（未離職 届出対象外）

※２ 外郭団体とは、区が出資を行っている団体を言います。

※３ 公益団体等には、公益財団法人、公益社団法人の他に、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、

学校法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ）等を含みます。ただし※２を除きます。 
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Ⅹ 研修の状況  

職員の研修実績  

研   修   名  
令和６年度  

研   修   名  
令和５年度  

回数  人数  回数  人数  

区
研
修

（
必
須
研
修
）
職
層
研
修

新任研修  26回  1,282人  

区
研
修

（
必
須
研
修
）
職
層
研
修

新任研修  26回  1,111人  

現任研修  27回  1,017人  現任研修  29回  1,053人  

主任研修  22回  751人  主任研修  27回  721人  

再任用研修  1回  7人  再任用研修  2回  45人  

係長研修  20回  334人  係長研修  24回  410人  

課長補佐研修  2回  20人  課長補佐研修  1回  16人  

管理職研修  21回  371人  管理職研修  18回  370人  

合格者研修（昇任

選考合格者対象）  
6回  142人  

合格者研修（昇任

選考合格者対象）  
8回  170人  

選択研修  19回  337人  選択研修  23回  341人  

区研修合計  144回  4,261人  区研修合計  158回  4,237人  

2

3

区

共

同

研

修  

専門研修  49回  101人  

2

3

区

共

同

研

修  

専門研修  67回  204人  

児童相談所研修  34回  63人  児童相談所研修  34回  68人  

職層研修  27回  422人  職層研修  50回  426人  

清掃研修  7回  25人  清掃研修  13回  24人  

ステップアップ研修 46回  140人  ステップアップ研修 51回  119人  

自治体経営研修  16回  26人  自治体経営研修  4回  36人  

サポート研修 19回  78人  サポート研修 33回  85人  

23区共同研修合計  198回  855人  23区共同研修合計  252回  962人  

第 1ブロック合同研修  

（新宿区・千代田区・中

央区・港区）  

13回  97人  

第 1ブロック合同研修  

（新宿区・千代田区・中

央区・港区）  

13回  101人  

その他研修  

（特別区協議会等）  
19回  38人  

その他研修  

（特別区協議会等）  
26回  39人  

総  合  計  374回  5,251人  総  合  計  449回  5,339人  

※上記のほかに、自己啓発及び職場研修（ OJT等）に取り組んでいます。
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ⅩⅠ 福祉及び利益の保護の状況  

福利厚生事業は、法律で定められている、いわゆる法定事業と、事業主として実施してい

る法定外の事業とに分けられます。  

法

定

共済制度  東京都職員共済組合  

その他の制度  
公務災害補償  

安全管理（一部法定外）  

健康管理  
健康診断・健康相談（一部法定外）  

法

定

外

職場環境衛生  

互助制度  
特別区職員互助組合  

新宿区職員互助会  

１  東京都職員共済組合  

東京都職員共済組合では、職員の生活の安定と福祉の増進に寄与するとともに、公務の

能率的運営に資することを目的に、長期給付・短期給付、福祉事業等を実施しています。  

各事業に要する経費は、組合員と地方公共団体が負担しています。  

２  公務災害補償  

地方公務員災害補償法に基づき、職員の公務上及び通勤途上の災害に対して補償を行っ

ています。  

年度  公務災害  通勤災害  合計  

令和６年度  15件  2件  17件  

令和５年度  17件  4件  21件  

３  安全衛生管理  

労働安全衛生法等に基づき、職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談等を

実施するとともに、良好な職場環境の維持管理に努めています。  

４  特別区職員互助組合  

職員の相互共済及び福利増進を目的として設置され、「団体契約保険」、「各種セミナー」

等の事業を行っています。組合で行う事業に必要な経費は、組合員が負担する組合費と手

数料等の収入で運営されています。  

５  新宿区職員互助会  

職員の相互扶助と福利厚生の充実を図ることを目的に設置された団体で、会員数は、令

和 7年 4月 1日現在 3,053名（令和 6年 4月 1日現在 3,115名）です。事業概要は、福利厚生事業、

文化体育事業、給付事業、貸付事業（あっせんのみ）等です。福利厚生事業、文化体育事

業に要する財源は、職員の会費と区の交付金等により、給付事業は、職員の会費により行

われています。  

会費は、給料月額の 1/300＋ 100円です。  

令和６年度決算  

会費収入  39,746,180円  

区交付金  28,304,095円  



※特別区人事委員会からの報告を掲載しています。

職　　種
(試験・選考区分)

国籍
要件

年齢 その他

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉
22歳以上
30歳未満

心　　理 40歳未満

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保 健 師 無
22歳以上
40歳未満

事務（一般事務） 有
18歳以上
22歳未満

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

事務（一般事務） 有
18歳以上
61歳未満

（

注
１
）

障
害
者

・身体障害者手帳等の交付を受けている人（注5）
・活字印刷文又は点字による出題に対応できる人

Ⅻ 特別区人事委員会の業務状況

1　職員の競争試験及び選考の状況
（１） 採用試験等

令和６年度における採用試験等については、以下のとおり実施した。

ア 受験資格等

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）
・22歳未満の者で学校教育法に基
づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した人又はこれと同等の資格
があると人事委員会が認める人

社会福祉士、児童指導員又は
保育士（注4）

有

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

無
心理学科を卒業した人又は
これに相当する人

経歴・資格・免許
採用
区分

Ⅲ
類

Ⅰ

類

22歳以上
41歳未満

保健師

有
22歳以上
32歳未満
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事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

機　　械

電　　気

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務）

事務（ ＩＣＴ ）

土木造園（土木）

建　　築

福　　祉

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（ ＩＣＴ ） 有

児童福祉

児童指導

児童心理

事務（一般事務） 有

昭和45年
４月２日
から昭和
61年４月
１日まで
に生まれ
た者

・活字印刷文又は点字による出題
に対応できる人

有

有
当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、児童福
祉・児童指導については
社会福祉士、児童指導員
又は保育士の資格を有し
ていること（注4）。児
童心理は心理学科を卒業
した人又はこれに相当す

る人）

当該職種に関連する業務
に従事（ただし、福祉・
児童福祉・児童指導につ
いては社会福祉士、児童
指導員又は保育士の資格
を有していること（注
4）。児童心理は心理学
科を卒業した人又はこれ

に相当する人）

(注１)障害者を対象とする採用選考の略
(注２)就職氷河期世代を対象とする採用試験の略
(注３)児童相談所等での業務従事歴については、下記の経験を指す。

児童福祉：児童相談所（一時保護所を含む。）又は児童福祉施設における相談援助業務経験
児童指導：児童相談所の一時保護所、児童養護施設又は児童自立支援施設における直接処遇業務経験
児童心理：児童相談所（一時保護所を含む。）等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関や施設における心理判定、心理療法

又はカウンセリングの業務経験
(注４)試験区分「福祉」「児童福祉」「児童指導」における受験資格の「経歴・資格・免許」のうち「保育士」については、

保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人
(注５)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている人又は児童相談所等により知的障害者

であると判定された人

経
験
者
１
級
職

・活字印刷文による出題に対応で
きる人（ただし、事務（一般事
務）については点字による出題に
対応できる人も受験できる。）

無

民間企業等で
の業務従事歴
が４年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が２年
以上ある人
（注3））

経
験
者
２
級
職
（

主
任
） 無

民間企業等で
の業務従事歴
が８年以上あ
る人
（児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が３年
以上ある人
（注3））

無

61歳未満

（

注
2
）

就
職
氷
河
期
世
代

民間企業等で
の業務従事歴
が12年以上あ
る人
(児童福祉・
児童指導・児
童心理につい
ては、上記の
うち児童相談
所等での業務
従事歴が５年
以上ある人
（注3）)

経
験
者
３
級
職
（

係
長
級
）
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告　　　示 ３月８日（金） ７月２３日（火） ６月２０日（木） ６月２０日（木） ６月２０日（木） ６月２０日（木）

申込受付
　３月８日（金）～
３月２５日（月）

　７月２３日（火）
～

８月６日（火）

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）

  ６月２０日（木）
～

７月１１日（木）

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）
※郵送申込は

７月１０日（水）消印有効

  ６月２０日（木）～
７月１１日（木）

１次試験・選考 ４月２１日（日） ９月８日（日） ９月８日（日） ９月１日（日） ９月８日（日） ９月１日（日）

１次合格発表 ６月１４日（金） １０月９日（水） １０月１８日（金） １０月１８日（金） １０月９日（水） １０月１８日（金）

２次試験・選考
　７月８日（月）～
７月１８日（木）

１０月２０日（日）
１０月３１日（木）
１１月１日（金）

１０月２６日（土）
１０月２７日（日）
１１月　２日（土）
１１月　３日（日）
１１月　４日（月）

１０月２８日（月）
１０月２９日（火）
１０月３０日（水）

１１月４日（月）

最終合格発表
７月２２日（月）(技術系)

７月３０日（火）(技術系以外)
１１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金） １１月１５日（金）

※技術系・・・土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気

就職氷河期世代を
 対象とする採用試験

イ 日　程

項　　　目
Ⅰ類採用試験

【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

（土木造園（土木）
・建築）

Ⅲ類採用試験
 経験者

採用試験・選考
 障害者を

 対象とする採用選考
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単位：人

６年度 ５年度
比較

増△減
６年度 ５年度

比較
増△減

６年度 ５年度
比較

増△減

事務（一般事務） 7,580 8,541 △ 961 6,868 7,668 △ 800 3,035 3,013 22
事務（ ＩＣＴ ） 78 － 78 59 － 59 27 － 27
土木造園（土木） 150 196 △ 46 132 186 △ 54 64 105 △ 41
土木造園（造園） 63 66 △ 3 56 60 △ 4 33 39 △ 6

建　　築 123 123 0 115 116 △ 1 74 83 △ 9
機　　械 40 45 △ 5 35 41 △ 6 14 24 △ 10
電　　気 54 59 △ 5 46 48 △ 2 27 33 △ 6
福　　祉 424 453 △ 29 386 421 △ 35 250 256 △ 6
心　　理 147 177 △ 30 126 147 △ 21 47 45 2

衛生監視（衛生） 119 117 2 104 111 △ 7 69 61 8
衛生監視（化学） 35 40 △ 5 24 32 △ 8 8 10 △ 2

保　健　師 330 362 △ 32 305 334 △ 29 205 213 △ 8
小　　計 9,143 10,179 △ 1,036 8,256 9,164 △ 908 3,853 3,882 △ 29

土木造園（土木） 63 54 9 46 36 10 26 22 4
建　　築 59 37 22 50 28 22 35 20 15
小　　計 122 91 31 96 64 32 61 42 19

事務（一般事務） 1,885 2,398 △ 513 1,609 2,058 △ 449 519 482 37

事務（一般事務） 440 553 △ 113 317 406 △ 89 107 88 19

事務（一般事務） 1,540 1,516 24 1,165 1,146 19 385 289 96
事務（ ＩＣＴ ） 42 48 △ 6 32 41 △ 9 17 22 △ 5
土木造園（土木） 44 50 △ 6 32 41 △ 9 24 30 △ 6

建    築 25 37 △ 12 17 32 △ 15 14 20 △ 6
機　　械 28 41 △ 13 22 33 △ 11 11 11 0
電　　気 44 34 10 31 25 6 18 14 4
福　　祉 104 63 41 93 45 48 62 31 31
児童福祉 23 39 △ 16 21 38 △ 17 15 29 △ 14
児童指導 23 16 7 21 14 7 15 12 3
児童心理 23 34 △ 11 20 33 △ 13 12 21 △ 9
小　　計 1,896 1,878 18 1,454 1,448 6 573 479 94

事務（一般事務） 1,008 1,004 4 744 720 24 168 112 56
事務（ ＩＣＴ ） 40 55 △ 15 30 45 △ 15 15 18 △ 3
土木造園（土木） 61 48 13 51 40 11 21 19 2

建　　築 37 46 △ 9 29 29 0 20 21 △ 1
福　　祉 60 39 21 54 26 28 35 18 17
児童福祉 22 28 △ 6 21 25 △ 4 15 18 △ 3
児童指導 13 9 4 13 9 4 9 9 0
児童心理 7 15 △ 8 7 14 △ 7 7 11 △ 4
小　　計 1,248 1,244 4 949 908 41 290 226 64

事務（ ＩＣＴ ） 13 13 0 12 7 5 3 3 0
児童福祉 17 9 8 17 9 8 7 5 2
児童指導 4 1 3 4 1 3 3 1 2
児童心理 6 8 △ 2 6 7 △ 1 3 7 △ 4
小　　計 40 31 9 39 24 15 16 16 0

事務（一般事務） 702 996 △ 294 516 720 △ 204 78 54 24

15,476 17,370 △ 1,894 13,236 14,792 △ 1,556 5,497 5,269 228
※なお、令和6年度より新設した試験区分の比較増減は皆増として扱う。

(

係
長
級

)

３
級
職

氷河期

合　　計

ウ 実施状況

Ⅲ類【障害者を対象と
する採用選考】

Ⅰ類
【秋試験】

Ⅲ類

経
験
者

1
級
職

（

主
任
）

２
級
職

採用区分
職種

(試験・選考区分）

申込者数 受験者数 最終合格者数

Ⅰ類
【春試験】
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（２） 採用選考等

令和６年度に人事委員会が実施した新宿区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。 

ア 専門職採用選考

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以上） 0 人 

行政専門職（法務の課長級以上） 0 人 

イ 一般職の任期付職員

法第三条※1に基づく採用等 法第四条※1に基づく採用等 

採用職層 採用承認人数 

主任 0 人 

係長 0 人 

課長補佐 0 人 

課長 0 人 

部長 0 人 

※1 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律

（３） 管理職選考（令和６年度）

一般の管理職としての課長級の職への昇任選考は、第一次選考と第二次選考に分かれている

が、本委員会では、管理職選考種別Ⅰ類における第一次選考について、年度ごとに実施要綱を定

め、統一選考を実施している。なお、管理職選考種別Ⅱ類は、令和５年度から申込によらない選

考（指名制）を導入し、選考権限を任命権者に委任している。 

ア 受験資格等

○ Ⅰ類

（受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、年齢５５歳

未満で、主任以上の在職期間が６年以上の人（全部、分割又は免除受験方式

で受験する場合であって、経験者採用制度等により採用された人が受験する

場合を除く。） 

（受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題、

記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式 

分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除

資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。受

験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 

免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問

題及び論文式問題を受験する方式 

前倒し受験方式－主任の職にあり、その在職期間が３～５年目の人（経験者

採用制度により採用された人等の特例あり）が、択一・短

答式問題受験の免除資格を得るため、択一・短答式問題の

みを受験する方式。受験年度の管理職選考の合格にはいた

らない。  

採用職層 合格者数 

係員（１級職） 0 人 

課長 0 人 

部長 0 人 

- 49 -



 

（選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭

試問 

（免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、

受験翌年度以降の３年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

※ 翌年度にⅠ類（全部、分割、免除）の受験資格を満たさない者については、 

原則として、受験資格を満たす年度以降３年間の択一・短答式問題受験の免除

資格を付与する。

○ Ⅱ類

（受験資格） 日本国籍を有し、かつ、分類基準（Ⅰ）の適用職種の職務に従事する者で、

基準日現在、４級職に２年以上在職し年齢が 60歳未満の人 

（選考方法） 人事評価及び面接とする。ただし、任命権者は必要に応じて選考方法を追加

できるものとする。 

イ 令和６年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（合格者数）
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ウ 令和６年度管理職選考種別Ⅰ類の実施状況（免除者数）
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〔本年のポイント〕 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第14条）、均衡の原則（地方公務員法第24条第２項）及び職務給の

原則（地方公務員法第24条第１項）に則して決定されるものである。例年、これらの趣旨を踏まえ、特別区職

員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出するとともに、国や他の地方公共団体

の給与の実態を参考にして、給与等に関する報告、意見の申出及び勧告を行っている。令和６年は、10月９日

に23区の各区議会議長及び区長に対し、一般職の特別区職員の給与等について報告及び勧告を行った。その概

要は、以下のとおりである。 

 
       
        

■公民較差：11,029円（2.89％）

■月例給：初任給、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引上げ

【初任給】Ⅰ類：23,800円増 Ⅲ類：23,900円増

■特別給（期末手当・勤勉手当）：年間の支給月数を 0.2月引上げ

（現行 4.65 月→4.85 月）期末手当及び勤勉手当に均等に配分

■職員の平均年間給与：約 26万７千円の増（公民比較対象職員）

■扶養手当：配偶者等に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引上げ

職員の給与に関する報告・勧告 

Ⅰ 職員と民間従業員との給与の比較 

１ 職員給与等実態調査の内容（令和６年４月） 

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平均給与月額 平 均 年 齢 

58,194 人 32,441 人 382,163円 38.8歳 

２ 民間給与実態調査の内容（令和６年４月） 

区  分 内   容 

調査対象規模 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の1,112民間事業所を調査（調査完了677事業所） 

３ 公民比較の結果 

○月例給

民間従業員 職   員 差 

393,192 円 382,163円 11,029円（2.89％） 

（注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。 

○特別給

民間支給割合 職員支給月数 差 

4.87月分 4.65月 0.22月 

４ 本年の公民較差算出 

本年の勧告に関しては、差額支給者を公民比較対象職員から除外して公民較差を算出する、一時的、

特例的な措置を執り公民比較を行った結果、職員の給与が民間従業員の給与を下回っていた較差 11,029

円（2.89％）を解消するため、月例給を引き上げることとし、給料表を改定することが適当であると判

断した。差額支給者を除外しない場合の公民較差は 10,268円である。 

５ 差額支給 

給料表の切替の際に特段の措置によって生じた差額支給については、着実な解消を図るべきものであ

る。しかし、差額支給者の人数は昨年４月１日時点の 864 人に対し、本年４月１日時点で 627 人、減少

数は 237 人、任用面により差額支給が解消されたのは昇任者の 16 人で約７％に過ぎず、解消に向けて

【給与に関する勧告・報告】 

月例給・特別給ともに３年連続引上げ 
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の十分な措置が講じられたとは言えない状況である。任命権者においては、引き続き、差額支給の着実

な解消に向けて、より一層の積極的な取組を講じられたい。  

Ⅱ 公民較差に基づく給与改定について 

１ 給料表 

(1) 行政職給料表（一）

・初任給について、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえて引上げ

・若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引上げ

現 行 給 料 月 額 改 定 後 給 料 月 額 改 定 額 

Ⅰ 類 196,200 円 220,000円 23,800円 

Ⅲ 類 158,100 円 182,000円 23,900円 

(2) その他の給料表等

・その他の給料表は、行政職給料表（一）との均衡を考慮した改定

・定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額は、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ

２ 特別給（期末手当・勤勉手当） 

・民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を 0.2月引上げ

（現行 4.65 月→4.85 月）

・支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分

３ 実施時期 

・月例給：令和６年４月１日 特別給：条例の公布の日

（参考１）公民較差解消による配分 

給    料 諸 手 当 はね返り 計 

9,191円 0円 1,838円 11,029円 

（参考２）公民較差に基づく給与改定による平均年間給与の増加額（公民比較対象職員） 

改定前 改定後 差 

約 6,425 千円 約 6,691千円 約 267千円 

Ⅲ 扶養手当について 
 国における扶養手当の見直しを踏まえ、民間企業における家族手当の支給状況の変化、職員の扶養手当支
給実態等を勘案し、区の状況に応じた見直しを図ることが適当である。 
１ 改正内容 
・配偶者又はパートナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）に係る手当を廃止し、それに
より生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引上げ
（配偶者等：6,000円→廃止、子：9,000 円→10,500円）

２ 実施時期 
・令和７年４月１日
・受給者への影響を可能な限り少なくする観点から、改正は段階的に実施する。

Ⅳ 今後の給与制度 
 国の給与制度のアップデートを踏まえ、特別区の実情、国や他の地方公共団体の状況及び民間給与との均
衡を考慮し、見直しに向けて検討が必要である。 

人事･給与制度に関する意見 

１ 未来を切り拓く人材の確保と育成 
・行政は、地域共生社会の実現や災害対策、ＤＸの推進等、複雑・多様化する行政課題の解決のため、未

来を切り拓く人材の確保と育成が急務と言える。
２ 時代に応じた採用制度の見直し 

■将来を見据えた人材確保・育成策の検討
・有為な人材の確保と職員の成長支援、研修等の環境整備に重点的に取り組む必要がある。
・公務への取組で得られる職員自身の成長実感がやりがいにつながり、組織パフォーマンスの向上に資す
る。 
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■採用環境を踏まえた採用試験・選考の実施

・試験内容の変更等、採用試験・選考の見直し・検証を継続して取り組んでいく。

・令和７年には、ＳＰＩを活用した新たな試験方法を追加し、Ⅰ類採用試験で実施を予定している。

■採用ＰＲ等の戦略的な展開

・有為な人材の確保には、公務の魅力を広く発信することが肝要であり、ＰＲ活動をいかに就職・転職活

動中の者へ届けるかが重要である。

・就職活動前の学生も対象とした職場体験の機会の提供は、公務の魅力への理解を深めることができるた

め、積極的な取組が求められる。 

・内定後から採用までの間、特別区で働く意欲を向上させる取組が重要である。

■障害者の雇用促進

・障害者のキャリア形成の支援により障害者雇用の質の向上が求められている。

■専門人材の活用

・自治体ＤＸの推進に向けた課題と必要なスキルを見極め、職員の得意分野を活かした適切な人材管理を

行うことが肝要である。 

・行政需要の高度化やＤＸ推進の必要性の高まりに伴い、特定任期付職員の活用を早急に検討する必要が

ある。 

３ 人材の育成 

■人事評価制度の適切な運用

・管理職への本人開示制度の整備及び評価者研修の確実な実施が必要である。

・職務に求められる能力を可視化し、職員がその達成度を認識することで自身の成長を実感できる環境づ 

くりが必要である。 

・評価者による定期的な面談と職員の多様な能力を踏まえた指導・助言を行うことが肝要である。

■若年層職員の組織的かつ計画的な人材育成

・従来の研修やＯＪＴの充実に加え、キャリア形成支援に係る取組やきめ細かい人事上の対応を図るな

ど、これまでとは異なる視点による人材育成の推進が必要である。

・主任職昇任選考に対する試験制度の工夫や適切な合格者数の管理が重要である。

■管理職を担う者の人材育成

・管理職を担うべき人材を早い段階から育成することが必要である。

・様々なスキルを有する職員をマネジメントする能力を身に付ける研修を行い、管理職を担う人材を積

極的に確保していかなければならない。

■女性活躍の推進

・働き方が多様化する中で、それぞれの職員に対して適正に評価することにより、適切な人材育成と積

極的な登用を図る必要がある。

・昇任選考受験に対する支援や昇任への不安解消に向けたサポート体制を整備することが重要である。 

■時代に適応した組織マネジメントの確立

・人事施策を戦略的に行うためには、管理職員のマネジメント能力だけに頼らない人材マネジメント体

制を構築する必要がある。

・職員の成長を最大限引き出すため、職員の働き方や個人の価値観の多様化等に適応した組織マネジメ

ントを確立することが求められる。

■高年齢層職員の能力及び経験の活用

・高年齢層職員が早い段階から高齢期の働き方のイメージを持ち、これまで培ってきた知識経験を存分

に活かすことができる環境を整えることが必要である。

勤務環境の整備等に関する意見 

１ 誰もが活躍できる勤務環境づくり 

・多様で柔軟な働き方の重要性の見直しや人材確保競争の激化が進み、特別区においても限られた人的資

源を最大限活かすことが必要である。 
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・全ての人が柔軟に働き活躍できる職場環境の整備は、職員がやりがいや意欲を高めキャリア形成や成長

実感を得ながら自己実現していくことや、仕事の質と組織全体の効率性・生産性を向上させることにつ

ながる。 

・多様で柔軟な勤務環境の整備には、組織マネジメント及び制度を活用できる職場風土の構築が重要であ

る。 

■職員のやりがいや意欲を高める環境づくり

（勤務環境の制度・整備等） 

・テレワークは多様な働き方やワーク・ライフ・バランスという観点だけではなく、事業継続や業務効率

等の観点からも導入と活用が必要である。

・フレックスタイム制導入の検討が引き続き必要である。

・定年引上げに伴い、高年齢層職員の多様な働き方のニーズに応えるため、勤務環境の整備が重要であ

る。

・働き方の選択肢を広げるとともに、職場に適した制度の活用ができる職場風土の構築が必要である。

（仕事と生活の両立支援） 

・男性職員の育児休業取得率等が向上しており、各区の取組が進んでいる。

・性別や職層に関係なく仕事と生活が両立できる勤務環境の整備に向け、男性の育児休業の長期化、代替

措置の充実や復帰後支援等の取組を図ることが必要である。

■魅力ある職場の基礎となる勤務環境づくり

（長時間労働の是正） 

・超過勤務に係る要因の整理・分析・検証の結果を踏まえ、ＤＸ推進や人員配置等、様々な方策を駆使

することが重要である。

・教職員の長時間労働是正に向け、各区教育委員会による実効性の伴う対策が必要である。

（年次有給休暇の取得促進） 

・管理職の年次有給休暇の取得促進は、休みやすい勤務環境づくりを推進する上でも有効である。

・時間単位休暇を除いた年５日以上の取得ができるように配慮することは、職員の健康を確保する上で

も重要である。

（メンタルヘルス対策の推進）

・メンタルヘルス対策においては、管理職の役割が重要であるため、対応力を向上させる研修の定期的・

計画的な実施が必要である。 

・セルフケアは、メンタルヘルス不調の未然防止に有効であり、これを習得するための研修は重要であ

る。

（ゼロ・ハラスメント対策） 

・根絶の第一歩は正しい知識と理解にあり、全職員の定期的な研修受講が必要である。

・区の外部にも相談窓口を設置するなど、相談体制の拡充が必要である。

・国・東京都等の動向を適時に捉えた、カスタマー・ハラスメント防止に向けた積極的な取組を推進す

る必要がある。

２ 区民からの信頼の確保 

・コンプライアンス意識の醸成・向上等を目的とする研修を定期的・継続的に実施する必要がある。

・職員からの通報制度の整備への積極的な取組が望まれる。

特定任期付職員採用制度についての意見の申出 

・特定任期付職員採用制度を導入する場合において、給料表及び期末手当・勤勉手当等の取扱いについて

意見を申し出る。
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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

令和6年度中における新宿区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 

 前年度からの 

 継続件数 A 

 6年度 

 提起件数 B 完結件数  C 
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備    考 

0 2 0 2 
【提起】令和6年（行）第4号, 
令和7年（行）第1号 

４ 不利益処分に関する審査請求の状況 

令和6年度中における新宿区の審査請求の状況は、下記のとおりです。 

 前年度からの 

 継続件数 A 

 6年度 

 提起件数 B 完結件数  C 
 翌年度継続 

 件数   A+B-C 備    考 

1 0 0 1 
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